
別記様式（第５条関係） 

会 議 録 

 

会議の名称 令和５年度 第１回福間会館運営審議会 

開催日時  令和５年 ６月２９日 午後２時 

開催場所  福津市立福間会館 

委員名（敬称略） 

（１）出席委員 廣渡・米原・古賀・三上・三浦・ 

        佐藤・清水・有馬（代理・内藤） 

 

（２）欠席委員 松本・裏辻 

所管課職員職氏名 
 谷口市民生活部長・平田市民生活部理事 

吉村人権政策課長・安武福間会館館長 

会

議 

議 題 

（内 容） 

令和４年度福間会館運営事業報告について 

 

令和４年度福間会館決算見込みについて 

 

その他 

公開・非公開の

別 
■公開  □非公開  □一部公開 

非公開の理由  

傍聴者の数       ０人 

資料の名称 
令和５年度第１回福津市立福間会館運営審議会次第 

隣保館の利用に関するアンケート集計結果 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全文記録 

□録音テープを使用した要点記録 

■要点記録 

記録内容の確認方法 

その他の必要事項  

 

 



 

審議内容 （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

 

 １、市民生活部長のあいさつ 

 

２、委嘱状交付 

 

３、議 題 

 

（会 長） それでは、令和４年度福間会館運営事業報告について、事務局の

説明をお願いします。 

 

（事務局） 資料により内容説明 

 

（会 長） 事務局の説明に対し、質疑を受けます。 

 

（委 員） 布の絵本以外の各種教室やサークルの利用は全部有料か。 

 

（事務局） 有料です。 

 

（委 員） パソコン教室は就労目的で実施しているが、受講者のその後は把

握しているのか。また、受講者が少ないが、改善策は。 

 

（事務局） 現在はアンケートなども取っていません。少ない受講者なので、

今後は何らかの形で事後調査もできると考えています。 

      受講者数は、福間東・津屋崎中校区を対象にした一昨年度、福間

中校区を対象にした昨年度ともに募集人員に満たない状況でした

ので、今年度は市内全域を対象にするつもりです。 

 

（委 員） 今はスマホの時代。会館でスマホ教室を開く考えはないか。 

 

（会 長） さとづくりの福祉会がやってるので参加してみては。 

 

（委員＝福間中校長） 中学校では生徒を指導者にして地域の方を対象にした

スマホ教室を開いているので、ぜひ参加してほしい。 

 

（委 員） パソコン教室は、就労目的ではなく地域活動などのために受講し

たい場合は参加できないのか。 

 

（事務局） あくまで就労を目的としていますが、受講者が少ない場合などは

可能と考えます。 

 

  （会 長） 他に何かありますか。ないようですので、質疑を終了します。 

令和４年度福間会館運営事業報告については、承認という事でよ

ろしいでしょうか。 

 

（委 員） 全員賛成（承認） 

   

 

 



 

審議内容 （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

  

（会 長） 次に、令和４年度福間会館決算見込みについて事務局の説明をお

願いします。 

 

（事務局） 資料により内容説明 

 

（会 長） 事務局の説明に対し、質疑を受けます。 

 

  （委 員） 防犯カメラが１台では少ない。駐車場全体をカバーするには少な

くとも３台は必要。買い取りではなくセキュリティ会社のリース

にすれば４台設置しても月額１万円弱で可能。今後検討を。 

 

  （事務局） 貴重な情報をありがとうございます。 

 

（会 長） 他に何かありますか。ないようですので、質疑を終了します。 

      令和４年度福間会館決算見込みについては、承認という事でよろ

しいでしょうか。 

 

（委 員） 全員賛成（承認） 

 

（会 長） それでは、その他に入ります。 

 

（委 員） 以前からの懸案だった会館横の公園の草刈りについて、人権政策

課に要望書を出した結果、これからは市が管理することになっ

た。それから、コロナで休止していた地元の防犯夜回りを、夏ご

ろから再開することになったので、お知らせする。 

 

（事務局） その他について、事務局から２点。１点目は、前回の審議会で話

していた会館使用料の改定は議会で否決されました。 

２点目は、昨年度、県下一斉に隣保館の利用に関するアンケート

が実施されましたので、その集計結果を添付しています。 

 

  （委 員） アンケート中「参加した相談事業」の内容は。 

 

  （事務局） 具体的な相談内容は明記されていませんが、人権に関する相談や

税務相談、年金受給のための相談等と考えています。 

 

  （委 員） 主要な隣保館事業として就労支援がある。就労相談にも今後一層

力を入れていってほしい。 

 

（事務局） ハローワークと協力して、今後とも就労支援に注力します。 

 

（会 長） 他に何かありませんか。 

      委員のみなさん、ありがとうございました。 

それでは以上で本日の審議会を終了します。 

みなさんおつかれさまでした。 

   

 


